軽油引取税の当分の間税率廃止に伴う課税の取扱いＱ＆Ａ（案）＿20260203修正版	
（別添３）
○軽油流通フロー図（任意様式）　　　

・再委託販売契約の取扱いが認められる場合は、特別徴収義務者から再委託販売先までの流通フロー図（商流および物流が記載してあるもの）を添付する必要がある。

軽油流通フロー図
　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （甲）　　　　　　　　　　  　　　（乙）　　　　　　　　商流委託販
売契約


引取り
(商流)







納入（物流）

（元売業者）　　　　　　　　　 特別徴収義務者　　　　　　　  販売業者A　　　　　 物流



再委託
販売契約


                                                 （丙）
販売業者Ｂ        需要家




※１）上記の枠内には再委託販売契約に係る取引先企業名を具体的に記入すること。
※２）物流については実線とし、納入元と納入先を結ぶこと。


（記載例）
　　　　　　　　　　　　　　　　　   （甲）　　　  　　　　　　　　　 　（乙）
（元売業者）　　　　　　　　　 特別徴収義務者　　　　　　　　　販売業者A委託販
売契約


引取り
(商流)


○○石油
株式会社
◎◎運輸
有限会社

△△石油
株式会社
再委託
販売契約
株式会社
●●興産
××石油
株式会社

納入（物流）






                                                （丙）
販売業者Ｂ　　　　　　 需要家



（以上）
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